
貸　　借　　対　　照　　表

株式会社IDデータセンターマネジメント （単位：円）

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

科       目 金      額 科       目

【 流 動 資 産 】 【 4,240,905,653 】 【 】 【 2,879,270,165 】

現 金 及 び 預 金 1,477,851,604 595,491,461

売 掛 金 2,674,969,514 2,750,000

契 約 資 産 36,982,164 500,000,000

前 払 費 用 45,215,944 188,236,583

立 替 金 1,136,929 455,827,800

未 収 入 金 3,638,158 314,548,900

貯 蔵 品 70,000 7,131,400

厚 生 貸 付 金 1,041,340 246,268,201

【 固 定 資 産 】 【 280,151,799 】 493,728,200

( 有 形 固 定 資 産 ) 1,844,046 69,616,620

建 物 付 属 設 備 768,343 5,671,000

工 具 器 具 備 品 1,075,703 【 】 【 5,118,625 】

( 無 形 固 定 資 産 ) 2 5,118,625

自社利用ソフトウエア 1 2,884,388,790

電 話 加 入 権 1 純　資　産　の　部

( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) 278,307,751 【 】 【 1,636,668,662 】

出 資 金 1,000,000 資 本 金 60,000,000

長 期 貸 付 金 850,000 【 利 益 剰 余 金 】 【 1,576,668,662 】

差 入 保 証 金 24,000 利 益 準 備 金 15,000,000

長 期 前 払 費 用 31,025,477 （ その他利益剰余金 ） （ 1,561,668,662 ）

繰 延 税 金 資 産 245,408,274 繰 越 利 益 剰 余 金 1,561,668,662

1,636,668,662

資 産 合 計 4,521,057,452 4,521,057,452

金      額
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Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1　固定資産の減価償却方法

(1）有形固定資産　定額法を採用しております。

(2）無形固定資産　自社利用目的のソフトウエアは、社内における利用可能期間

　　　　　　　（5年）に基づく定額法を採用しております。

2　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金　

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金　

従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期

の負担額を計上しております。

(3）役員賞与引当金　

役員賞与の支出に備えるため、当事業年度末における

期末要支給額を計上しております。

(4）退職給付引当金　

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により、それぞれ発生年度から費用処理しております。

数理計算上の差異はその発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)

による定額法によりそれぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理しております。

なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務に当該企業年金制度に係る

未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額を超えているため、

前払年金費用として貸借対照表の投資その他の資産に計上しております。

3　重要な収益および費用の計上基準

当社は、以下の５ステップを適用することにより収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。

当社は、システムマネジメント、ソフトウェア開発及び製品の販売を行っており、

それぞれ以下のとおり収益を認識しております。

収益は、顧客との契約に示されている対価に基づいて測定され、第三者のために回収する金額は除きます。

当社は、財又はサービスに対する支配を顧客に移転した時点で収益を認識します。

履行義務の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素を含んでおりません。

システムマネジメント

システムマネジメントを収益の源泉とする取引には、SE サービス及び保守取引、その他の役務を

提供する取引が含まれております。このような取引は、日常的又は反復的なサービスであり、

契約に基づき顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、

役務を提供する期間にわたり顧客との契約において約束された金額を按分し収益を認識しております。

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発を収益の源泉とする取引には、請負契約又は準委任契約による

システム開発及びインフラ構築取引が含まれております。

請負契約による取引については、開発中のシステム等を他の顧客又は別の用途に振り向けることができず、

完了した作業に対する支払を受ける強制可能な権利を有します。

そのため、システム開発及びインフラ構築の進捗によって履行義務が充足されていくものと判断しており、

完成までに要する総原価を合理的に測定できる場合には、

原価比例法（期末日における見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に応じた金額）で収益を認識しており、

合理的に測定できない場合は、発生した原価のうち回収されることが見込まれる費用の金額で収益を認識しております。

顧客に請求する日より先に認識された収益は、契約資産として認識されています。

準委任契約による取引については、契約期間にわたり概ね一定の役務を提供するため、

時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり顧客との

契約において約束された金額を按分し収益を認識しております。

製品販売

製品販売を収益の源泉とする取引には、ハードウェア・ソフトウェア販売が含まれています。

このような取引は、ハードウェア・ソフトウェア等の顧客への製品引き渡し、検収の受領等、

契約上の受渡し条件を充足することで、履行義務が充足されるものと判断しており、

当該時点で顧客との契約において約束された金額で収益を認識しております。

顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、

顧客から受け取る対価の総額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

4　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理　税抜方式を採用しております。

個  別  注  記  表
 自  2023年4月１日

 至  2024年3月31日 )( )


